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母畢謹馨⑳居盤鍵態とその地域格藻に閣する観窺

一大阪府及び大阪市の事例調査を中心として一

主査葛西リサ*1

委員大泉英次規

市揚原理が貫徹する日本の住宅供給のもとでは、相対的に経済力の低い母子世帯は、低質な住宅に集中する傾向が高く、更にその住

居費負担は極めて高くなっている。また、これらの条件は大都市とその周辺の郊外地域では事情が異なり、母子世帯の住生活にも地域

格差が生じている。本研究では、母子世帯の居住実態を①居住地の選択、②育児と就労の条件、③最低居住水準、そして④住居費負担

率の側面から明らかにし、更に、その地域格差を分析した。

キーワード 1)市場原理,2)住宅供給,3)母子世帯,4)大都市,5)郊外,6)住生活,

7)地域絡差8)育児と就労,9)最低居住水準,10)住居費負担率
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唱.はじめに

1・一一1.観究の蕾景と騒酌

本研究の目的は母子世帯1)が抱える住生活問題の地域

格差を明らかにすることである。母子世帯の母親は仕事と

育児、家事などを1人でこなさなければならない。このた

め、彼女達が自立した生活をするためには、居宅周辺に職

場はもちろん、育児施設などの社会的インフラが整備され

ていることが望ましい。しかし、これらの条件は大都市と

その周辺の郊外地域とでは事情が異なり、そのため母子世

帯の住生活問題にも地域格差が生じているのではないか

と推測される。

そこで本研究は、母子世帯の居住実態を、居住地の選択、

育児と就労の条件、居住水準ならびに住居費負担という諸

側面から明らかにし、更に、その地域格差を分析する。大

都市の事例として大阪市、郊外の事例として大阪府(大阪

市を除く市町)を選定し、両地域に居住する母子世帯の居

住実態を比較する。

日本の住宅供給は公的住宅供給が不十分であるために、

世帯の経済力が居住する住宅の質を決定するという市場

原則が強く作用している。そのため、経済的困難を抱える

多くの母子世帯は低質な住宅に居住を余儀なくされてい

ると考えられ、特に、住宅間題が激化する大都市において

その状況は深刻なのではないかと推測される。

母子世帯に対する公的住宅支援として、母子生活支援施

設(旧母子寮)、公営住宅優先入居制度、住宅資金・転宅

資金貸付制度があるが、これらは必ずしも母子世帯のニー

ズにマッチしたものとなっていない。そのことは、母子世

帯の居住実態を正確に把握しないまま住宅支援策が構築

されてきたことによると考えられる。しかもこうしたミス

マッチは、就労や育児の条件における地域格差の存在によ

っていっそう重大なものとなっていると考えられる。

母子世帯の居住状況について既存の統計調査2)から把握

可能な資料は、1)住宅所有関係、2)住宅の規模、3>住居費

支出、4)家賃であり、これらだけで居住状況の全体的な把

握は困難である。

*1神戸大学大学院博士躁程 *2和歌山大学経済学部教授
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そのため、これまで母子世帯の居住状況が正確に解明さ

れることはなかった。

母子世帯の住宅事情の地域格差に関する既存研究とし

ては由井(2003)がある。由井は国勢調査を利用し、京阪

神大都市における母子世帯の住宅所有関係の地域格差に

ついて分析している。しかし、実態調査にもとついて母子

世帯の住生活状況の地域格差を明らかにした研究はこれ

まで皆無であった。

従って、本研究は、実態調査にもとついて母子世帯の居

住状況の地域格差を明らかにする初めての研究であり、更

にそれは、母子世帯のニーズにマッチした住宅支援策を構

築する上でも重要な知見をもたらすものと考えられる。

卜2.観究の方法

第1に、母子世帯の居住状況と生活問題の全体像を把握

するために、NPO法人しんぐるまざあずふお一らむ関西3)

の協力を得て、生別母子世帯30名に対してヒアリング調

査を実施した。この調査結果4>は、以下のアンケート調査

にもとつく種々の分析を補完するものとして利用される。

第2に、大都市と郊外における母子世帯の居住状況と生

活問題の地域格差を明らかにするために、大阪府及び大阪

市を居住地とする母子世帯に対してアンケート調査を実

施した。

大阪府の状況については、大阪府母子寡婦福祉連合会5>

(母子連)の協力を得て実施したアンケート調査結果をも

とに明らかにする。調査期間は2004年1月から2Aにか

けてであり、調査方法は郵送配布、郵送回収とした。対象

世帯の選定にあたっては、母子連の会員4,600世帯のうち

600世帯を無作為抽出した。アンケート配布数は600件、

回収数は240件であり、回収率は40.0%であった。

大阪市の状況については、社団法人大阪市母と子の共励

会6)の協力を得て実施したアンケート調査結果をもとに

明らかにする。調査期間は2005年6月から7月にかけて

であり、調査方法は郵送配布、郵送回収とした。対象世帯

の選定にあたっては、母子会員約2,000世帯のうち400世

帯を無作為抽出した。アンケート配布数は400件、回収数

は296件であった。ただし、この296件のうち12件は子

どもの年齢が20歳を超えており、母子世帯のカテゴリー

から外れるため非該当とした。従って、分析対象は284件、

回収率は71.O°/oであった。

愛.穴販窮・大阪市アンケート調壷の概要

2-1.母畢世帯になった理幽と本人の馨齢

大阪府、大阪市(以下では府、市と略記)とも調査対象

世帯の8割以上が生別母子世帯であり、その9割以上が離

婚を原因とするものである(表2-1)。

母親の年齢を見ると、府では30歳代(55.8%)が最も

高くなっているのに対して、市では40歳代(50.9%)の

割合が最も高くなっている(図2-1)。

嚢2-1母子世欝になった理由

     生別死男1・別死別生別婚未・その合翫
     大阪府37154%203846%1909493,6%4擁腸2.0%240100%
     火販市3713儲24686鍋22915393.1鶉6.1縄1.2冤284100%

大阪府
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図2-1母親の年齢

窪一蹉.子供の状況

一世帯当たり平均の子どもの人数は、府が(2.01人)

で、市(1.85人)よりも多くなっている(表2-2)。

嚢芝噸畢供の人数

       で2人3人嶋人5人6人平均

       691磯纂'「'大阪府28.8嘱媚識・尋820.0鴨93.8鴨20.8鷺00.0鴨240100嘱2.01人
       撫市耀鎌愚5619.フ鴨72.5路00.0鶉10.鍋284100鷺1,85人

子どもの最少年齢は、市が府よりも高い(表2-3)。ま

た、子どもの就学状況を見ると、府、市ともに小学生が最

も高くなっているものの、その割合は、府(70.4%)が市

(48.0%)を大きく上回っている(表2-4)。

ge2-3畢供の巖少年齢

      3才豪満3～7才7～9才9～1212～15来満宋満才牽満歳豪満15才以上含尉平均年齢
      大阪府166.7鴨50766講2620.8%31.7箏62a7撃610.8%83.3%2母0100鑑8.62才
      穴阪市1346鶉277353529』5撃も25.7粍18●7監183暢6623.2%284100%11.29才

嚢2-4子供の就撃状況

     就学前小学生申学生葛校生穴学生その他有回答数
     穴阪府5924.6隔16976嬉5570L尋%3t7騰18.8撃る2.1撃も1α編2尋0
     穴阪市3211.5%1348謬87嬉148工)%30。1%31.2%1曝,7%5218.6%279

(穴販市不明5件を除く)

就学前の保育の状況にっいては、府では86.4%が、

市では81.80/oが保育所に預けていると回答していた。保
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育所以外では、本人や親類・知人が主として育児をしてい

るケースが考えられる。

2-3.謹帯構成員数

親族等と同居している割合は、府(27.5%)と市(26.1%)

でそれほど大きな差はない。平均家族構成員数を見ると、

府(3.49人)が市(3.29人)よりも若干多くなっている

嚢2-9鞭入内駅
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             肘(表2-5)。(3.49人,か而(3.29嚢2-5人,世帯構成員数よりも右+多くなつている大阪市禽驚磁嬉　讐得　羅r　鍵蓉蹴醗き織蕊薫馨.騙滋$義鷲.フ舞《鑛　鼠畿、             罷劉3《}G292魂0581.縄0.◎ラ≦フ&4粍5編燈8鶉αO覧憶a脇37喉◎o脇
             盗劉21319◎73肇8833889.0覧7,7器α0覧29,7鶉76㍊壌a4撃乙3.3箔2轟6100筋             2人3人轟人5人6人フ人以上含酬遡(人)

             議府鱒7麟鰻縫驚舗箋馨鱒鴇簾亀難～轟謎羅顎驚礁　学一㎎畿弱             嚢欝舘捻簾ら、考えられる。(大阪薦不開電件を瞭く)市は府と比較して正社員雇用の割合が大きいところか勤労収入の格差が総収入の差に反映されているものと             i司屠&補21.5瓢2335瑞壌79262覧13韻、1,、品鑑弓2
             葬周自認、9353編3922韻8146覧(L6覧晶磁、&偶

             巖市禽欝毅聡藻鱗鍛鵜鋤窯a蕊欝難?欝§書.雛轟撮鍛嚢             筒屠&握219警≦33452艶14519.2ラ乙a8箔、慧,礁432
             雰同8238騙7535.§鬼4722、3菟6◎詫錫礫α1、徹292

             (穴販蔚不賜竃件を臨く)

芝一尋.蹴業の状況

無業者の割合は府(16.3%)が市(8,5%)の2倍近い。

有業者の雇用形態を見ると、府・市ともにパートの割合が

最も高くなっている(表2-6)。しかし、その割合は府と

市では異なる。府では6割近くがパートであり、正社員の

割合は34,3°/・である。これに対して、市ではパート

(45.1%)と正社員(40.5%)の割合にそれほど大きな差は

ない。

巌芝一§鰹購彫態

      大阪府§93鑑3箔蓄繕鍵、鶉醤菖.5覧63.脇2◎1署oo艶
      大飯市1◎4魂α騙讐繕菊.辮15闘鶉鍛8蕊設57徳◎号6

(六阪市不閣3件を瞼く)

2-一一5.収入の犠況

市の平均総収入(2,513,668円)は府のそれ(2,054,343

円)を大きく上回っている(表2-7)。収入の内訳を見る

と各項目の比率について府・市で大きな差はない(表2-8)。

3.母子罎帯に鱒する公酌健宅支援

母子世帯のニーズと公的住宅支援策とのミスマッチ問

題は、本研究において重要な論点である。そこで、アンケ

ート調査の結果を利用して、母子世帯に対する3つの公的

住宅支援の実態を具体的に検討する。

3一署.母畢生活支援旛設

母子生活支援施設(旧母子寮)は、生活に困窮する母子

世帯を対象とした一一一・H61保護施設で、児童福祉法第38条に

もとつくものである。社会福祉施設等調査結果の概要によ

ると、1959年に全国で652ヶ所あった施設数は、2003年

には288ヶ所にまで減少している。その理由は利用者数の

低下にある。

表3-1は、大阪市母子世帯の母子生活支援施設への入

所希望の有無を示したものである。これを見ると、母子生

活支援施設を「これまでも利用したいと思ったことはない

し、現在も必要ない」と回答した世帯の割合が最も多く

56.1%となっている。次いで母子生活支援施設を「知らな

い」(28.4%)が続く。他方で、「利用したい」と答えたの

はわずか3.0%であった。

ge2・-7収入

         鵬灘灘灘講500万円～舎言十平均(円)

         巖蔚ム費義篇灘舗織磯群麟蔭鞍一難灘慕鼠繍璽$,篶?3。簾義簿巽黛鴛緯鑛　姦藩癩         究溺41L1覧質30、筋9725.0驚19.4飴38.脇25.6鮎3610脇2、48η3¢
         生溺3鷹壌7.5覧5631。6鮎632135.6覧1望.9覧42.3艶2t1覧η7壌oo盤1.96639δ

                  蔭市禽欝鐵ヲ,鵠縫舗.覇　毅鱒欝。馨;鴇鵠評筆3§龍懇3,残麟欝毒～蔭舞驚蓼         概甥267篇虞13.3鮎重274◎.0篇23.3覧26.7盤31◎.脇3◎10筋2β05ρ6曝
         生留167鵜6530,1艶853339.娼壌5.3箔115.1葛62.8覧216100篤2羅1,736

(苓閣・穴販府27件大醸露38件を臨く)

ge3--1母子生活支援施殴への入居需望(不競13件を醸く)
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母子世帯の住宅確保の困難は深刻であり、一時保護施設

を必要とする母子世帯は多く存在するはずである7)。それ

にもかかわらず、このように利用希望者が少ない要因は、

利用者ニーズと施設側が提供する支援とのミスマッチに

ある。松原(1999)は、施設の老朽化や居室の狭さ、また

公的施設ゆえの硬直的な対応について利用者は大きな不

満を持っていると指摘している。田端(1993)は施設に対

する差別視という社会的風潮にその原因があると示唆し

ている。

他方で、「過去に利用を希望したが入所できなかった」

という回答が9.2%(25人)であることも看過できない。

彼女らがどの程度の行動を起こしていたのか、例えば、役

所の窓口に赴いたが断られたのか、それとも、ただ希望し

ただけで行動を起こさなかったのか等については今後精

査が必要である。しかし、ヒアリング調査でも「窓口に入

所の希望を申し出たが、空きがないので追い返された」な

どという声があっただけに、希望が利用に結びついていな

いケースも多々存在することが懸念される。

3-2.公営住宅優先入居制度

公営住宅優先入居制度とは、公営住宅入居申込み者のう

ち、一部住宅困窮度の高い者を一般住宅困窮者よりも優先

して入居を認めるものであり、厚生省の通達に基づいて実

施されている。1955年にはじめて、公営住宅入居者選考

の際に母子世帯を優先的に取り扱う旨の通達が出されて

から、数度の通達を経て現在に至っている。しかし、公営

住宅法には、どのような者の住宅困窮度がより高いかにっ

いて明記されていないため、母子世帯に対する公営住宅優

先入居制度を設けていない自治体がある8)。また優先入居

制度を導入している自治体でも優先枠は絶対的に不足し

ており、母子世帯のニーズに十分対応できていないのが現

状である。

公営住宅入居希望の有無を図3-1に示す。これを見る

と、府・市ともに「入居したい」の割合が最も高く、次い

で「どちらともいえない」の割合が高い。

穴阪府

                    50.8篇難。騰27.6馬鶉騰           1

          43.6捲雛、騙32」%

          』

非常に多く見られた。またヒアリング調査では、公営住宅

への入居希望はあるが、子供の学区に公営住宅がないため

応募を思案しているというケースがいくつかあった。子供

の学校は勿論、職場への通勤距離、近隣の人間関係などの

条件が満たされて、初めて生活が成り立っ母子世帯がほと

んどである。ところが公営住宅は立地が限定されており、

これらの条件が満たされないという障害がある。そのため

に、「どちらともいえない」という回答が3割を占めてい

るのではないかと考えられる。

3-3.母子福祉資金(住宅資金、転宅資金)貸付制度

母子福祉資金貸付は、母子及び寡婦福祉法第10条にも

とつく事業である。その中で住宅に関する貸付事業として

住宅資金、転宅資金貸付がある。住宅資金とは、現在住ん

でいる住宅の増築や補修に必要な資金、又は自ら居住する

住宅の建設及び購入するために必要な資金である。転宅資

金とは、住宅の移転に伴う資金、権利金などの一時金に充

てる資金である。住宅資金貸付限度額は150万円であり、

転宅資金貸付限度額は26万円である。年間金利はともに

3%となっている。

図3-2は、住宅資金、転宅資金の利用希望の有無を示し

たものである。これを見ると、住宅資金、転宅資金を「知

らない」という割合が最も高い。府に至っては半数以上が

この制度を知らないと回答している。

他方で「利用したことがある」世帯は、府・市ともにそ

れぞれ1.7%、3.2%と極めて少ない。この制度は、償還

能力の査定が厳しく、保証人が必要とされるなどの制約条

件がある。経済力の乏しい母子世帯にとって利用しにくい

制度となっているのが現状である。実際、ヒアリング調査

では「借金をしても返済する自信がない」「保証人が2人

必要だが、なかなか頼める人がいない」などの声が多かっ

 た。

穴阪府

大阪市

0% 20%40%60%80%100%

大阪市 口利用したい口剰用したくない
麗利用したことがある田知らない

ロどちらともいえない

0%20%4e%60%80「垢100% 図3-2住宅資金、転宅資金賞付制魔の利踊希望

ロ入腰したい口入属したくない囮どちらともいえない國知らない

ee3-S公営住宅への入屠覇望

アンケートの自由記述欄には、「何度応募してもあたら

ない」、「希望する地域に空きがない」という内容の記述が

以上の検討をまとめると、1)母子生活支援施設は、利用

者ニーズと施設側が提供する支援とのミスマッチ、そして

施設に対する差別視の風潮を要因とする施設利用者数の

低下が問題となっている。2)公営住宅優先入居制度は、需
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要に対して供給量が絶対的に不足していること、また比較

的入居しやすい公営住宅はあるものの、それは不便な地域

に限定されている。この問題は、居住状況の地域格差とも

関わって重大な意味を持っている。3)住宅資金、転宅資金

貸付制度は、その周知度が極めて低いことが最大の問題で

ある。また、資格要件の厳格さは母子世帯の利用を排除す

る結果となっている。

尋.母子世帯の住生活問題

4--1.居往地選択一大醸市を贈象として一

本節では、母子世帯の居住地移動の状況と居住地選択の

要因について検討する。この論点は居住状況の地域格差の

問題と密接に関連するものである。従って、母子世帯の住

生活にとって相対的に有利と見られる大都市(大阪市)に

対象を絞って検討する。

東京女性財団(1993)は、母子世帯が居住地として大都

市を選択するのは「就労の場があって周囲からの煩わしい

視線を避けることができるという理由」によると指摘して

いる。他方で渋谷(1986)は、保育サービスをはじめとし

た社会的諸サービスの充実及び安価な借家・アパートの入

手可能性を挙げている。

しかし、こうした分析には疑問がある。果たして母子世

帯はこのような理由で立地選択を行っているのであろう

 か。

母子世帯は、母子世帯になることを機に転居する割合が

高いことが明らかとなっている9)。大阪市の傾向も同様で

あり、母子世帯になることを機に転居した世帯は211世帯

(76.7%)、転居しなかった世帯は64世帯(23.3°/・)であ

った。

表4-1は、結婚時の居住地を示したものである。これ

を見ると、転居によって大阪市内で移動した世帯の割合が

最も高く(45、1%)、次いで転居しなかった世帯の割合が

高い(23.4%)。つまり、約7割の世帯が居住地を変更せ

ずに大阪市内に留まっている。

褻4--1結婚時の居住地

まず、結婚時の居住地が大阪市内だった123世帯の回答

を見ると、「子どもの学校・保育所の都合」が最も高く

52.8%となっている。続いて、「親類知人がいるから」の

割合が36.60/oと高い(表4-2)。

60%

50%

40%

30%

209a

lO%

O%

         '直Ψ…55.6節"i§デ
         3臼.7箔

         F
;

         …
引
…

         1尋.3覧屡4β覧

         3・2覧嘩.6覧1.6監壌,6鷲

謬
e
申

二
麺
鍾
量
騨
11吻

緯

 ψ
"ゆ
'」
》
」
臨
擢
蚤
潔
羅

憩
桑
喫
o槍
築
騨
魍
麺
曝
樫

」
縛
璽
圏
樫
唄

憩
魚
周
二
築
k最
駁
麟

如
騒
e
盗
観
懸
轟
誹
e
遥

釦
翻
e降
廻

團尋網転居しなかった理由

褻尋遭居盤地選択の理由

大阪市内
幽居なし禰居した
64

23.4%

123

45.1%

大阪府内大阪府外

41

150%

45

16.5%

合計

273

100%

(不開質件を隙く)

 
 

 
 

 
禽
効
回
答
数
鵬
勾
4
5
㎜

 
 

 
 

 
そ
の
他
3視
り
倫
昌
◎
13脳

76縦
12錫

351
 

 
 

 
 

特
に
理
由
は
な
い
3磯
21賜
2o磯

0轟
眺
1

 
 

 
 

 
福
祉
が
充
墜
し
て
い
る
か
ら
霊
瑞
01覇
2ー
脳
23賜
1

 
 

 
 

 
安
価
な
住
宅
が
あ
っ
た
か
ら
轟
磯
1112騙

4,6鵬
12脇

201
 

 
 

 
 

公
嘗
住
宅
が
あ
た
っ
た
か
ら
o韻
2618鰯

1曝
錫
82錫

qU51
 

 
 

 
 

近
断
付
き
禽
い
等
の
面
倒
な
し
8騙
6ー
翻
2壌
器
2o脇

睾
4

 
 

 
 

 
仕
享
の
都
合
5臨
3826鰯

1訓
轍
22騙

54・
2

 
 

 
 

 
子どもの学校・保宵所の都含導簾馨鷺謬6磯10e36脳-貿り37娼964
 

 
 

 
 

親類知人がいたから5脇463謙旛マ霧鰯$鑑霧轟礁餐菟§
 

 
 

 
 

結
婚
時
の
属
住
地
大
阪
市
内
大
阪
府
内
大
阪
府
以
外
合
掛

(不明11件を踪く)

次に、大阪市を居住地として選択した理由にっいて見る。

「転居なし」と回答した64世帯の転居しなかった理由を

図4-1に示す。特に理由なくその住宅(地域)に留まっ

た世帯が55.6%であるが、次いで割合が高いのが「子供

の学校・保育所の都合」(39.7%)である。

更に、母子世帯になることを機に転居した世帯の居住地

選択の理由を見る。

他方で、大阪府及び大阪府以外から大阪市内に移動して

きた世帯では、「親類知人がいたから」の割合がそれぞれ

75,6%、84.40/。と極めて高く、「子供の学校の都合」がそ

れに次いで39.0%、35.6%である。

以上の観察をまとめると、母子世帯の居住地選択は2つ

のケースに大別できる。

第1は、結婚時の居住環境、特に子供の居住環境を最優
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先して、転居しない、あるいは居住地を変更せずに別の住

宅に移動するケースである。

小学校や中学校の子供を転校させることを嫌がる母子

世帯は多い。「転校させて新しい学校に馴染めなかったり、

いじめにあったりしたら困る」「母子世帯になったことで

環境が変わる上に、学校まで転校させるのは子供にとって

ストレスが大きいと思う」という声はヒアリング調査でも

よく聞かれた。

第2は、親類・知人を頼って居住地を移動するケースで

ある。親類や知人を頼る理由は「育児や家事を助けてもら

うため」や「近くに知合いがいると安心だから」というも

のが主であろう。母子世帯の母親は1人で仕事、育児・家

事をこなさなければならない。また、緊急に子供を保育所

に迎えにいかなければならない、あるいは母親本人が熱を

出して育児が困難というような不測の事態もしばしば起

こりうる。従って、親類、知人の援助は母親にとって極め

て貴重である。

東京女性財団(1993)の研究にも見られるように、仕事

の確保は母子世帯が自立する上で最も重要な要素と考え

られがちである。しかしながら、仕事を理由に大阪市を居

住地として選択した世帯は意外にも少ない。この調査結果

は、いくら雇用機会が多くても、それだけで母子世帯の生

活が成り立っわけではないということを示唆している。

また、いくら費用の安い住宅があってもそれだけで母子

世帯の生活は成り立つわけではない。居住地選択の理由と

して「公営住宅が当たったから」という回答は32件

(15.3%)であった。これらの世帯が他にどの項目を選択

したかを見ると、5割が「子どもの学校・保育所の都合」、

また4割以上が「親類知人がいたから」を選択していた。

これは、低家賃の住宅があってもそれだけで母子世帯のニ

ーズが満たされるものではないという事情を示唆するも

のである。

ヒアリング調査において、都心から遠距離の地域にある、

比較的入居しやすい公営住宅への入居希望を尋ねてみた。

すると、「近辺に働くところが全くないと思うから通勤時

間がかなりかかる。そうなると、保育所の送り迎えなどの

問題が出てくる。近所に知合いがなく育児面で助けてもら

えないとなるとパート労働しかできない。それにパート労

働だと交通費がでないことが多い。都心に通うとなると交

通費がかさんで生活費が圧迫される」という回答が得られ

 た。

以上の検討から、たんに就労支援だけ、住宅支援だけで

は、母子世帯の自立は困難であることが明らかとなった。

そこに母子世帯に固有な住生活問題の所在が確認できる。

母子世帯の母親の就労が不安定である要因の1つに、育

児の問題がある。手のかかる0～3歳児を抱える母親の就

労は特に不安定である。これは、0～3歳の子供を持つ世帯

の無業の割合が最も高くなっていることからも明らかで

あろう(図4-2)。

図4-3は就学前の子どもを持つ母親の就業に関する困

難を示したものである。これを見ると「子どもがケガ等を

するたびに早退せざるをえない」が特に高く、7割を超え

ている。

保育所は原則として子どもがケガや発熱した場合預か

ってはくれない。そのため、子どもに何かがあるたびに早

退しなければならないという状況がある。頻繁に早退して

いると会社で働きにくくなり、辞職せざるを得なくなるケ

ースも少なくない。

次いで「残業が不可能」が6割と高い。母親本人が子ど

もの送り迎えをしている場合、保育所の閉所時間に間に合

うように帰宅しなければならず、残業は不可能となる。特

に、職場から保育所までの距離が遠い場合には就労時間は

更に制限される。不測の時に敏速な対応が取れ、その上子

供の送迎時間に融通を合わせるとなると、就労できる職場

の立地条件は極めて限られたものとなる。
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4--2.爾児問題と職場の立地

ここでは、上で見た就労と育児との関係を具体的に検討

する。

図瑠一3爾児と就業に関する困難

図4-4は、有業者の通勤時間を示したものである。こ
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れを見ると、府(46.5%)、市(50.0%)ともに通勤時間

15分未満の割合が最も高い。

また、職場までの交通手毅を見ると、府・市ともに「自

転車のみ」の割合が最も高い。しかし、その割合は市

(55.5%)が府(35.4%)を約20%も上回っている。他

方で、府・市の相違が最も大きいのが車の割合であり、市

が2.8%であるのに対して、府では29.3%である(表4-3)。

つまり、育児と仕事を両立するために、母子世帯は居宅

からほど近くの、自転車で通勤できる範囲に職場を探す傾

向が強いと言える。特にこの傾向は、市において強く現れ

ている。市では雇用機会が相対的に多く、居宅近辺に自転

車で通勤可能な職場を見つけることが比較的容易である

が、逆に府では市のように交通の便が良くないため、自動

車・バイクを利用しなければならない世帯が多い。これら

の事情は、「職揚の立地が限られる」という項目で、市

(40.0%)が府(SO.9°/・)よりも約10ポイント以上も低

くなっていることからも確認できる。

る母子世帯の状況を見ると、大阪府では17.3%、大阪市

では28.5%もの世帯が最低居住水準以下の住生活を強い

られている(表5-1)。
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5母子世馨の居宅の麗と鎧居費負担

本節では、住宅所有関係別に母子世帯の居住水準と住居

費負担の状況を分析する。大阪府及び大阪市について住宅

所有関係を図5-1に示す。市は府と比較して持家の割合

が高く、民間借家の割合が低い。また同居の割合が府でや

や高くなっている。

 5噸.鰻低居盤水準1ωから冤る母子世帯の居往鍵態

平成10年の住宅統計調査によると、最低居住水準以下

の住宅に居住する一般世帯の割合は、大阪府では11.7%、

大阪市では15,5%となっている。他方で、本調査におけ

(不閣・穴阪府2⑪件ss穴阪輪21件を瞼く)

次に住宅所有関係別に最低居住水準以下の割合を見る

と、府・市ともに、民間借家でその割合が最も高い。経済

力の低い母子世帯は、低質な借家に集中する傾向が高いの

である。また、この傾向は大都市において顕著である。大

阪市では8世帯が1Kの民間アパートでの生活を強いられ

ていた。

都市部の母子世帯に対するヒアリング調査で、「部屋数

が少なくプライバシーが全くない」「狭いか古いかのどち

らかを妥協しないと(支払える範囲の)住宅は見つからな

い」などの声をしばしば耳にした。また、大阪市のアンケ

ート自由記述欄には、「壁が崩れてきている」「床が落ち

そうだ」などの記述が非常に多く見られた。民間借家では、

過密居住の問題もさることながら住宅の老朽化も深刻な

問題であることがうかがえる。

府と市で同居の割合においてやや相違が見られた。そこ

で、同居先の住宅の種類を見ると、府、市ともに持家の割

合が6割以上と最も高くなっている。また、府では民間借

家の割合(22.7%)が高く、市では公営住宅(21.6%)の
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割合が高い(図5-2)。

同居先の住宅種類を持家と借家に分けて最低居住水準

以下の住宅の割合を見る。その割合は、持家、借家ともに、

市が府より高くなっている(図5-3)。市の借家にいたっ

ては56.0%が最低居住水準以下の住宅に同居している。

一般に借家は持家に比べて居住面積が狭く、同居のスペ

ースは限られている。また大阪市では同居先が公営住宅で

ある割合が21.6%と高かった。これらのことから、同居

先が居住スペースや家計に余裕があるというケースばか

りではないことがわかる。

同居する理由としては、「育児支援が必要だから」「経

済的に余裕がないので仕方なく」というケースが多い。逆

に、「親の面倒をみなくてはならない」というケースもあ

る。同居先が劣悪な住生活環境下にあっても、そこに居住

せざるを得ないという母子世帯の事情がうかがえる。

ではロ・一ン57.4%、固定資産税95.7%となっている(表

5-3)。

持家を所有する母子世帯は、死別の際に持家を相続した

り、離婚の際の財産分与等で持家を譲り受けたりする場合

が多い11)。そのため、ロ・一一ンを返済している世帯の割合が

3～4割となっているのである。アンケートの自由記述欄

には、「高額な家賃を支払うなら、同額のローンで持家を

購入しようと思った」というように、新たにローンを借入

れ、住宅を購入したケースも見られた。

同居では、同居先の住宅の種類によって住居費負担の内

容は異なる。しかし、府・市ともに家賃支払が最も多い(そ

れぞれ69.0%、55.60/o)。

褻5-2住居費の霧無

 有り  無し

大阪府大阪市大阪府大阪市

穴阪府

大阪市

       3,0篇1

       鱒,磯西2,1駐22.7鶉

       、.鶉9,5鶉       鱗,9鶉21.6鶉
 

      
ヨ

O%20%40%60%80%100%

日持寡ロ公営翻公団鵬民間借蒙國その他

図5-2同居先の住宅所有関係

     持家3986.7%薩779.7%6で3.3%1220.3%
     公営編唱oo%尋6100%Oo%OO%
     民借79頃00%77100%00%00%
     同居29嘱,6%2739.1%3655.轟%尋160.9%
     その他8署00%7唱00%Oo%Oo%
     合計唱96824%20嬉79.瑠%喝2咽7.6%5320.6%

(不明大販府2件、穴阪市27件瞭く)
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図5-3岡居先(持蒙と儲蒙)と最低屠住水準

5-2.往居費負担率から晃る母子世帯の居健翼態

住宅所有関係別に住居費負担の有無を見ると、民間借家、

公営住宅では、全ての母子世帯が住居費を負担している。

他方で、持家と同居では住居費を負担していない世帯が見

られる。住居費負担のない世帯の割合は、府の持家で

13.3%、府の同居で55.4%、市の持家で20.3°/・、市の同

居で60.9%である(表5-2)。

次に住居費の内訳を見る。借家では住居費の殆どが家賃

及び「その他」に含まれる共益費等である。他方、持家の

住居費には住宅ローン返済や固定資産税がある。その割合

は、府ではロー一一ン30.8%、固定資産税71.80/。である。市

嚢5-3住居費内駅

     蒙賃臣ン固定資その他有効回嫁

     穴阪府禽欝繕7雛編総3轟1$銭脳室フ.編9.脳⑲馨     持家公営民間間居その他◎0%4110◎粍79奪o◎鶉2◎69β粍81◎o粍1228143α8%7肇.8腸35.9%0000撃も0%◎%oo◎0%O鴨0鶉曝6尋窄3.8%2α7飴璽3.8弓も00◎0%◎%0鴨39尋179298
壌葡33

含誹
7藩.9%袴.2%

騒遷㈱
夏◎尋

26。騙52.3鶉

大
阪
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630/v
38

49.496

11
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47

尋6
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27
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平均住居費を見ると、市(53,026円)が府(44,365円)

よりも高くなっている。住宅所有関係別では、いずれの住
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宅の種類についても、市の平均住居費は府よりも高い。

また、府・市ともに民間借家の住居費が最も高く、府では

58,391円、市では68,024asである(表5-4)。

続いて、住居費負担率を見る。住居費負担率とは、収入

に対して住居費が占める割合のことである。

調査対象世帯の中には、収入よりも高い住居費を支払っ

ている世帯が存在する。これは府では11世帯、市では6

世帯であった。これらの世帯は、貯蓄を切り崩したり、借

金したりして住居費を工面していると考えられる。

これら17世帯を除いた世帯の住居費負担率を表5-5に

示す。

平均住居費負担率は、府26.60%、市26.57%で大差はな

い。住宅所有関係別に見ても、負担率は府・市ともにほぼ

同レベルとなっている。大阪市では府に比べて住居費が

高いが収入も高いため、住居費負担率は府とほぼ同レベル

になっているのである。

住宅所有関係別に見ると、府(36.80%)、市(36.92%)

ともに民間借家の平均住居費負担率が最も高い。低収入の

母子世帯にとって、4割近い住居費負担率は家計を極度に

圧迫している。逆に住居費負担率が最も低いのは公営住宅

であり、その割合は府が13.00%、市が14.IO%である。

嚢5一罎住羅費

           3万衆滋3～5万未浅5～6万牽浅6～7フ5牽瀧7州8万豪満8～9万寮滋9万以上含餅写均(円)
           禽謙s7総.鰭聡蕊,脇$葉絡.簾樽鎗.脇質§繍捻書。簾緯s,$翼壌総憩磯麟,3鱒

           御

           持蒙1438.騙1130.斜25.6鷺38.3覧25β覧00.0巽4調」箔一36壌o◎覧'-39,665

           大醸府公慧藝…閣3場η.5覧11.3覧717.5覧182Z8覧12.5覧253t6箔12.5奪き15至9.◎篇o◎.o覧8てo.1覧oo.G覧1012.7覧oo.Ol亀22.5覧轟o竃00篇フ9伯◎鷲21,32958β9茎
           同居725.9鶉1哩易o.フ勢27.翻00.O箔13.7覧311.1瓢31至.桟271◎o私魂6,225
           その弛尋500監2250巽崖冒25弘000覧000覧◎00鷺肇125監8100箔35,915

           桝

           金翫§7建7,藻器纏潔嚢3轟絡.隅爲穏.7巽得騒。3巽総§趨慧§雛.7箋蒙麟緯磯§書,登27
           持蒙18383鶉2尋.3覧612.8曳51◎,6暢購8.5覧36.覇一9望9コ覧尋7壌6◎箔5轟,083

           大顧布公営罠閣3167,4箔OO.G覧質23.9鷺フ§.桟尋8.7難註026.O覧0◎髭1722」覧Oo覧1場侶2号急00覧8黛Q.4覧Oo覧劃偶.3監4610◎箔7フ1GO穐2魂,18568ρ2§
           筒屡829.綿829,騙13.7覧3壌1.1瓢oo鴇27,4撃65准8.5鴇27100覧55,4寸2
           その弛◎◎髭{143箔3講2、9覧114.3琴毒114.35乙00勢11轟.3巽710◎鴛61,286

(大籔府翠甥6件を臨く)

ある。「支払える範囲の家賃」と判断して入居しても、突

然の解雇や減給などで家賃負担が急増することは珍しく

ない。中には、家賃が支払えず滞納している世帯も存在す

る。その割合は、府が20。5%、市が16.5%である(${5--6)。

以上の分析から、母子世帯の住居費負担は重く、特に民

間借家においてその負担が極めて重くなっていることが

確認できる。他方で、市での平均収入額は府に比べて高い

ものの、住居費も高いため、負担率としては市・府でほと

んど差がないという結果が得られた。

褻5-5往屠費負担率

           注居費を支払っているものの住贋費賃担率(%)

           組朱満嘩O陶20未瀟2◎～30豪満30～40牽満羅o～50牽滋50～100牽撤舎欝平均

           大阪府禽獣　黛?壕7.騙鍛瓢簾轟蒙欝.脇糧蓬窯編鱒マ.3箋鶉絶鑛簿護竃纏雲馨.総           樽蒙公営罠聞同属92で.磯壌537.騙Oo.◎鮎3霊20箋51t9艶堪7轟2.5覧轟a3易62尋O鶉絹262覧3フ.5覧223尋、9鶉62轟o覧12端12.5篇纏222覧3120覧12.錫Qα◎拓8望2.7薦280鶉24β鷺12.騙鴇22,2覧3120菟2969鶉3793覧6298覧2392鶉20.0◎13.◎036.8027.50
           一大阪市禽欝脚鐡織綿3$濾脳註7搭.騙曝溺.騙緯き.脇裕$.脳壌7導1総鶉雲馨欝           持蒙公営民闘問居1331.◎%1537,5覧Oo覧轟160鮎5重t9覧18尋5.◎菟尋6.3覧鋼砥0覧8藤9.o鶉購1α0,61219.◎覧3120耗921.磯{2.5覧31轟9.2箔312.0覧峨9.5鶉25.◎艶812.7覧o◎覧37.縄0磯8{2.7鶉轟16.◎箔4210翻曝oでoo%63100%25100覧2轟2尋1轟jo36.9223.副

(不閣・大阪府尋5韓、大阪市3瑠件を臨く)

嚢5-6蜜賃及びas-一ンのある世帯の滞納状況

   滞納無滞納有

   穴阪將武購碧大阪府火繊驚

   搏蒙公営民間同居その他櫨難85,親雛.隅鐙類78.◎鴨鋳,翻61鰯772鶉驚熱2◎総83.3%鱒,隅7銭87.5弱鱒.犠a裳抵3%織錫9マ畠2.0覧凄轟懲18絡2農.8覧難編尋雲織7覧縄3箋1凄12.5弱纏.錫
   合計1鎗箋駿79.騙鑛.礫3轟鱒2◎.5%鍛脇

民間借家に居住する母子世帯に対するヒアリング調査

でも「住居費は生活費の中で最も高額で、毎月確実に出て

行く。それに節約が不可能。公営住宅に入居できたらもう

少しましな生活ができると思う」という声が聞かれた。

民間借家では、5割以上の世帯が30%以上の住居費負担

率を強いられている。中には50～100%未満の負担を強い

られている世帯も存在する。

前述したように、母子世帯の就労形態は極めて不安定で

6.まとめと今後の螺題

本研究で明らかとなった、大都市(大阪市)とその周辺

の郊外地域(大阪府)における母子世帯の生活問題及び居

住状況の実態と地域格差は以下の諸点に要約できる。

第1に、母子世帯の就業は育児に制約される。そのため、

居宅から15分程度の自転車で通える範囲に職場を見つけ

る傾向が高い。その傾向は、雇用機会の集中する大都市で

より強く表れている。また、大都市での母子世帯の分析か
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ら、母子世帯は、仕事や低家賃住宅よりも、子供の学校の

都合や親類・知人の支援を重視して居住地を選択している

ことが明らかになった。

第2に、一般世帯と比較すると母子世帯の居住水準は低

く、中でも民間借家の居住水準は極めて低い。また、大都

市の母子世帯の居住水準は、郊外のそれよりも更に低い。

第3に、大都市の住居費は郊外と比較して高い。しかし、

住居費負担率については大都市と郊外の間に大きな差は

見られなかった。これは、大都市の方が郊外よりも世帯収

入が高いためである。住宅所有関係別に住居費負担率を見

ると、民間借家のそれが最も高くなっている。

本研究における重要な論点の1つは、母子世帯のニーズ

と公的住宅支援とのミスマッチ問題であった。本研究はこ

の問題の実態を具体的に明らかにした。

本研究の成果から、このミスマッチ問題を解決しうる施

策の方向性について、以下のような結論を導き出すことが

できる。

第1に、母子世帯のニーズは安定した就業の確保、居宅

から至近な範囲での勤務先の確保と育児・教育施設の存在、

親類・知人からの支援など多岐にわたっている。これらの

ニーズが満たされる可能性は、郊外よりも大都市において

大きい。しかし、その大都市において母子世帯の居住実態

は深刻である。特に、大都市の民間借家に居住する母子世

帯は、最低居住水準以下の住環境を強いられている世帯が

多く、その住居費負担率も高い。

母子世帯の居住水準の改善、住宅支援は緊急の課題であ

る。公営住宅に対する母子世帯のニーズは大きいが、大都

市で公営住宅供給を進めることの困難や、母子世帯集住に

対する社会的偏見などが考慮されなければならない。母子

世帯の多岐にわたるニーズにかなう居住確保のため、家賃

補助制度の導入など民間借家を活用した施策の導入が必

要である。

第2に、安定的な就労と収入の確保は母子世帯が自立す

る上で重要な要素である。しかし、就労支援単独では母子

世帯の自立に対する有効な支援たりえない。母子世帯に対

する育児支援制度が欠落しているわが国では、親類・知人

等による支援、いわゆる自助努力によって育児問題を解決

している母子世帯がほとんどである。だが、本研究が明ら

かにした母子世帯の実態を見る限りでは、育児問題は解決

していると言うことはできない。従って、育児を含む生活

支援の強化を早急に行う必要がある。

第3に、母子世帯に対する住宅支援、就労支援、育児・

生活支援をそれぞれ別個に行うだけでは有効な結果につ

ながらない。これらを適切に組み合わせ、総合的に発展さ

せる必要がある。それは公共・民間企業・市民NPOの連

携によって実現されうるものと考えられる。こうした母子

世帯自立支援の総合的な施策と実行体制を究明すること

が、本研究の今後の課題である。

<注>

1)母子及び寡婦福祉法に記述されている母子世帯の定義は、1
配偶者と死別した女子であって現に婚姻をしていない者。2離
婚した女子であって現に婚姻をしていないもの。3配偶者の生
死が明らかでない女子。4配偶者から遼棄されている女子。5配
偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子。
6配偶者が糟神又は身体障害により長期(1年以上)にわたって
労働力を失っている女子。7配偶者が法令により長期(1年以上)
にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができ
ない女子。8婚姻によらないで母となった女子であって現に婚
姻をしていない者とされている。

2)母子世帯の居住実態を扱った統計調査には、①国勢調査、②全
国母子世帯等調査、③全国消費実態調査、④家計調査、⑤地方
自治体が独自に行っている調査がある。

3)2003年3月にNPO法人を取得。会員は全国に700世帯存在する。
離別、死別、未婚の母子世帯会員と父子世帯会員から成る。事業
内容は、一人親世帯の自立を促す情報提供、交流の場の提供、調
査提言、行政への働きかけなどを行っている。

の調査対象世帯の属性は以下の通りである。  
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5)昭和25年、母子世帯及び寡婦の福祉の増進を図ることを目的と
して設立され、大阪府下37市郡の単位会で組織されている。事
業内容は、大阪府からの委託事業である「母子家庭等就業・自
立支援センター事業」として、各種就業支援講習会や就業相談
等を実施するほか、「母子家庭等目常生活支援事業」として、
家庭生活支援員の派遣を行うなど、母子家庭の自立を幅広く支
援している。これらの他、独自事業として、無料職業紹介所の
開設、各種交流事業、研修事業、子育て支援がある。母子世帯
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会員は4,600世帯であり、主に大阪府下37市郡の役所で配布さ
れている広報を見て入会してくる不特定多数の母子世帯が主体
となっている。

6)昭和28年母子及び寡婦の福祉の増進を図るために設立された。
大阪市からの委託を受け1)法律・生活・就業に関する相談事業、
2)家庭生活支援員の派遣、3)簿記、パソコン、調理師、ホーム
ヘルパー(2級)の講座開設、49各種交流事業を行っている。
母子世帯会員は約2000人である。会員は主に大阪市の役所窓
口で配布されている広報をみて入会してくる不特定多数の母
子世帯が主体となっている。

7)葛西(2005)は母子世帯の住宅確保の困難性を明らかにしてい

 る。

8)葛西の調査によると47府県12政令指定都市の中で母子世帯に
対する公営住宅優先入居制度を導入していない地域は、茨城県、
福井県、静岡県、島根県、鹿児島県である。
9)葛西(2005)を参照。
10)最低居住水準(面積基準)は下の表の通りである。

   撹帯人員居住面積住戸(内法)用面(壁芯)
   壽人7.5購(4.5畳)18r調
   唱人(中高齢単身)で5.0㎡(9畳)25㎡
   2人冠7.5㎡(唱0.5畳)29㎡
   3人25㎡(15畳)39㎡
   尋人32.5㎡(唱9.5畳)50㎡
   5人375㎡(22.5畳)56㎡
   6人尋5㎡(27畳)66㎡
注)ダイニングキッチン及びリビングダイニングキッチンは一部
量とする。
11)葛西(2005)を参照。
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